
 

仕 様 書 

１ 業務名 

紫電改展示館デジタル展示等製作業務 
 

２ 概要 

  紫電改は先の大戦末期に日本の航空技術の粋を集めて開発された飛行機であり、日本
で唯一、実機を展示している紫電改展示館では、引き揚げられた久良湾を望みながら実機
と向き合い、そこに刻まれた歴史や、まつわる人々の想いに触れることで、恒久平和の大
切さをより深く伝える場とすることをコンセプトに、リニューアル事業に取り組んでい
る。 

この事業を進めるにあたり、「紫電改を通じて戦争の記憶や歴史の教訓を全国の方々と
共有し、平和について考えるきっかけにしたい」との思いで令和７年度に実施したクラウ
ドファンディングでは、多くの御寄附と温かい応援メッセージが寄せられた。 

  頂戴した寄附金を活用し、史実をより正確に後世へ伝え、来館者がより深く学びを得ら
れるよう、貴重な記録のデジタルアーカイブ化やオーディオガイドの導入など、平和への
理解を一層深めるためデジタル技術を用いた展示の充実を図ると共に情報発信を行うこ
とで、紫電改展示館への誘客促進に活用することとしている。 

  紫電改展示館デジタル展示等製作業務（以下、「本業務」という。）は、紫電改や紫電改
にまつわる史実について、理解をより深めてもらうことができるよう最新のデジタル技
術を用いて、現在製作中の新展示館の展示内容を補完、あるいは展示内容と連動するコン
テンツなどを製作することを主目的として実施するものである。 

 
３．委託期間 

契約締結の日から２０２７（令和９）年３月１９日まで 
 
４．委託料上限額 

   55,914,000 円（消費税及び地方消費税額を含む） 
    ※業務の予算執行内訳について、実績報告を行うこと。 
 
５ 業務の内容 

（１） 業務実施の前提 
本業務は、現在、建設を進めている紫電改展示館の展示内容を補完あるいは展示内容と

連動するコンテンツを製作するために実施する業務委託であることから、既に製作を開
始している新展示館の展示製作内容を踏まえて実施すること。なお、新展示館の展示製作
内容については別添「紫電改展示館新築展示製作（展示図）」を参考とすること。 



 

  また、デジタル展示等の製作に関して、本業務の実施にあたり利用を想定している資料
は、愛媛県が所有する昭和５３年の機体の発見から機体引揚げに係る資料である。愛媛県
が所有するもの以外の資料を業務で利用する場合については、受託者において所蔵先の
許可等を得る必要がある。 

  また、新しい展示館は展示スペースが限定的であり、すでに建屋工事及び展示物の製作
が進捗しているため、建築工事や既発注業務における展示製作の内容に変更が生じる提
案は実現が難しいが、効果が高い提案であれば、施工業者と調整を行うこともある。 

 
【サーバー環境等】 

① データセンター要件 
   ・立地は日本国内であること。 
   ・自家発電機を備える等、停電時に自動切替えを行い、最低 72 時間以上運用可能な

体制とし、サーバ等システム運用に係る機器は、公的資格である ISO/IEC27001 を
取得していること。 

   ・空調設備を冗⻑化し、サーバ運用に最適な湿度・温度を維持することとし、    
24 時間 365 日常駐監視していること。 

   ・サーバ等はコンテンツ数やアクセス数等が増加した場合においても、将来的な拡張
が容易な構成とすること。 

   ・データのバックアップを定期的に取得する等、サーバが失われた場合でも必要な 
データを復元できるようにすること。 

② 表示速度 
   ・快適に利用できるよう目安 2.5 秒以下の読み込み速度を担保すること。 

③ セキュリティ対策・要件 
   ・部外からの侵入、不正アクセス、コンピュータウイルス攻撃等の意図的な要因  

による情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去、盗難等の脅威に対する万全な   
情報セキュリティ対策を行うこと。 

   ・WAF（ウェブアプリケーションファイアウォール）を設置すること。 
   ・愛媛県情報セキュリティポリシー、デジタルプロモーション実施時における留意事

項など、愛媛県の情報システムに係る基本方針、規程に従うこと。 
④ モバイルフレンドリーの徹底 

   ・スマートフォン利用を前提とすること。 
   ・PC、タブレット等でも最適な形に自動調整して表示できる設計とすること。 

⑤ アクセス解析ツールの導入 
   ・アクセス状況を計測するための GA4 等を導入すること。 

⑥ 運用保守費用 
   ・運用保守費用の低減に努めること。なお、保守要件は別添「運用保守に関する想定



 

要件」を参照すること。 
   ・受託者が用意するサーバ等は、ある程度の利用増を見込み、今後５年程度の運用中

に追加コストが発生しないスペックとし、データベースを利用する場合も、サイト
の目的を達成するために十分な機能を備えたものを用意すること。 

【試験運用の実施】 
  ・令和８年 12 月中にはサイト構築を完了し、試験運用を開始すること 
  ・試験運用期間中は受託者の責任において運用を行うこととし、障害等が発生した場合 

は直ちに対応を行うこと。 
【運用マニュアルの作成】 
  ・県担当者等利用者が適切に運用可能なマニュアルを作成すること。 
【展示監修者等からの指導・助言】 
  ・デジタル展示品の製作にあたり、誤った情報や偏った解釈を防止するため、歴史的、

文化的背景に深い知見を持った学識経験者等に意見を求め、展示に反映させること。
展示監修者等への謝礼等は受託者が負担するものとする。 

 
（２）業務内容 
 【資料のアーカイブ化】 
   紫電改に関する資料について、デジタル化による保存と活用を促進するため、デジタ

ルアーカイブを構築するものである。資料の情報を後世に継承するとともに、誰もが時
間や場所を問わず、デジタル化した資料について閲覧を可能にし、より深く学びが得ら
れ、平和への理解を深めることを目的とする。 

 （業務概要） 
ア） 資料をデジタルデータ化する。なお、最低資料数として、110 点程度とする。   

（想定：A3 程度 約 100 点、A1〜A0 約 10 点） 
イ） （ア）のデータから公開用コンテンツ、公開用画面を製作する。  

基本機能として、データ搭載機能、フリーワードでの検索機能、画像閲覧機能、そ
の他必要な機能を有する。 

ウ） 画像データからメタデータを作成する。（メタデータの項目、内容については本事
業内容を踏まえ適切に設定し提案すること。） 

エ） 作成したメタデータをデジタルアーカイブに搭載する。 
オ） デジタルアーカイブシステムの管理者用操作方法の説明と取扱いマニュアルを作

成する。 
カ） インターネットを利用し、デジタルアーカイブコンテンツを公開する。 
キ） 作成した成果物を指定する納品メディアに格納して納品する。 
ク） デジタルアーカイブシステムは、公開後に情報追加、更新が可能な設計とする。 

  



 

（業務詳細） 
ア） デジタルデータ化 

  ・対象となる資料を記載された文字がすべて判読可能となるよう十分な解像度を確
保するようにデジタル化すること。 

イ） 公開用コンテンツの製作 
   ・作成した保存用画像データの色調、明るさ、コントラストなどを調整した画像をイ

ンターネット上で配信可能な公開用画像の形式に変換すること。 
 ・パソコンやタブレット端末上で動作するウェブブラウザを用いて閲覧できる  

データであること。その際に、プラグインなどの特別なソフトウェアをインストー
ルすることなく実行できるデータであること。 

 
【デジタルガイド（音声ガイド）製作】 

 紫電改について史実をより正確に伝え、来館者がより深く学びを得られるよう、スマ
ートフォン端末やタブレット端末を活用した音声によるガイドを導入することを目的
とする。 

（業務内容） 
ア） 音声ガイドの構築 

・「こども用ガイド」（小学校高学年対象程度）と「一般用ガイド」の 2 種類のガイド
を製作すること。 

・本業務には、音声ガイドの企画、構成、レイアウト、デザイン、取材、撮影、原稿
作成、編集、翻訳、ナレーション、データ入稿等を含む。 

・提案内容は自由提案とするが、以下の要件を満たすシステムであること。 
１．アプリケーションを利用する場合は、iOS アプリ、Android アプリで利用可能

であること。 
２．ウェブブラウザでも本ガイドを体験できること。 

 ・日本語のほか、英語、韓国語、中国語（繁体字、簡体字）に対応しており、利用者
自身が画面上の操作で言語を選択可能であること。 

 ・掲載コンテンツの内容が、音声だけでなく、テキストでも表示されるような仕組み
であること。説明文が画面に収まらない場合は、スクロール機能を設定すること。 

 ・通信費を除き、掲載コンテンツの視聴に費用を要しないこと。 
 ・本ガイドは最低 40 人の同時利用が可能とすること。 
 ・オフラインの状態でも音声ガイドの使用が可能とすること。 
 ・音声ガイドの利用者数等の利用状況のデータが取得可能であること。 
イ） コンテンツ内容 

・音声ガイドを聞きながら展示館内を巡ることができるスポットを選定すること。
（スポット数は５箇所程度とする。） 



 

・音声ガイドは利用者の操作で再生可能とし、再生ボタン及び一時停止ボタンにて、
当該展示品の説明文同様の音声ナレーションの再生及び一時停止を行える仕様と
すること。 

ウ） 音声ガイダンス案内 
・館内に音声ガイダンスを案内する解説パネルを設けること。記載内容、設置箇所は

発注者の指示による。 
 
【３DCG 等のコンテンツ制作および公開】  

・紫電改への理解をより深めてもらうことができるよう映像または CG 等を活用したコ
ンテンツを製作し、デジタル技術を用いた体験型の新たな展示を製作すること。 

・製作したコンテンツについては、スマートフォンやタブレット端末等を用いて、展示館
内で観賞できるようアプリケーションの構築や既存アプリケーションの活用、WEB サ
イト等の活用など、適切な方法により公開すること。一方で、展示館への来訪を検討し
ている方にもアプローチできる効果的な手法があれば、合せて提案すること。 

・解説は、日本語のほか、英語に対応し、利用者自身が画面上の操作で言語を選択可能で
あること。 

 ・可能な限り、現在、着工している建築工事や展示製作の変更を伴わない内容で構築する
こと。 

 
【その他独自提案】 

 上記以外の内容について、本事業の目的に合致する効果的な独自提案があれば積極的に
提案すること。 
 
６ 業務成果物 

（１）成果物 
成果物 内容 納入時期 

事業実施計画書 事業の目的、実施体制、実施内容、スケジュール、管理方法
等を実施計画としてまとめたもの。 

業務着手前 

CG 設計書 学識経験者等の意見も踏まえて、設計を行った設計書。 検収時 
コンテンツデータ 公開用データ一式。 検収時 
その他 保存用データ一式、事業実施にあたり委託者と受託者にて

協議し、必要と認められたもの一式。 
適時 

マニュアル 操作、運用において必要な内容を記載したマニュアルを委
託者と受託者にて協議して作成。 

検収時 

完成図書 上記の成果物で最終確定したもの（紙面及び PDF データに
て提供すること） 

検収時 



 

（２）提出先 
〒７９０−０００１ 
愛媛県松⼭市一番町４−１ 
愛媛県土木部道路都市局都市整備課公園緑地係  
E-mail：toshiseibi@pref.ehime.lg.jp 

 
7 その他 

（１）受託者は、本業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。また、本
業務の一部を第三者に委託し，又は請け負わせようとするときは，あらかじめ県の承
認を得ること。 

（２）個人情報の保護については、個人情報の保護に関する法律に準じて取り扱うこととし、
受託者は本業務（再委託した場合を含む）を履行するうえで個人情報を扱う場合は個
人情報の保護に関する法律及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければなら
ない。 

   なお、受託業務の従事者が個人情報の漏えいを行った場合には、個人情報の保護に関
する法律の規定に基づき処罰される場合がある。 

   おって、疑義がある場合は県と協議することとする。 
（３） 受託者は、本業務の履行に際して知り得た情報については守秘義務を負うものとし、 

本業務終了後においても同様とする。 
（４）作成物の製造に当たって他の個人・団体等の資料を引用する場合は，当該著作権者の

了解を得ること。 
（５）県が提供する情報・資料等について，県の許可なく第三者に提供してはならない。 
（６）本業務の実施に当たり，県が受託者に貸与した資料に損傷を与えた場合は、受託者の

責任により修復すること。また，県が貸与した資料は、本業務が終了したときは、速
やかに返却すること。 

（７）本仕様書に明示していない事項又は業務履行中に疑義が生じた場合は，その都度， 
担当者と協議し，その指示に従うこと。 

 
 
 
 
 
 
  



 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個
人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適切な管理を行わなければならな
い。 

 

 （秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に漏らして
はならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

２ 乙は、この契約による業務に関わる責任者及び従事者に対して、在職中及び退職後にお
いて、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又
は不当な目的に利用してはならないこと、これに違反した場合は、個人情報の保護に関す
る法律（平成 15 年法律第 57 号）の規定に基づき処罰される場合があることその他個人
情報の適切な管理に必要な事項に関する研修をしなければならない。 

 

 （保有の制限） 

第３ 乙は、この契約による業務を行うために保有する個人情報は、業務を達成するために
必要な最小限のものにしなければならない。 

 

 （安全管理措置） 

第４ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損（以下
「漏えい等」という。）の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じ
なければならない。 

２ 乙は、この契約による業務の責任者及び従事者を定め、書面により甲に報告しなければ
ならない。 

３ 乙は、責任者及び従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければなら
ない。 

４ 乙は、従事者の管理体制及び実施体制並びにこの契約による業務で取り扱う個人情報
の管理の状況についての検査に関する事項について書面により甲に報告しなければなら
ない。 

 

 （利用及び提供の制限） 

第５ 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個
人情報の内容を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。 

 

 （複写、複製の禁止） 

第６ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録され
た資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 

 （再委託の禁止等） 

第７ 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託（以下「再委託」とい
う。）してはならない。 



 

２ 乙は、この契約による業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先
の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報
の内容、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管
理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申
請し、その承諾を得なければならない。 

３ 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に
対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

４ 乙は、再委託先に対して、再委託した業務の履行状況を管理及び監督するとともに、甲
の求めに応じて、その管理及び監督の状況を適宜報告しなければならない。 

５ 前各項の規定は、再委託先が委託先の子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条
第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も、同様とする。 

 

 （派遣労働者利用時の措置） 

第８ 乙は、この契約による業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本
契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 乙は、甲に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとす
る。 

 

 （資料等の返還等） 

第９ 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録され
た資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したとき
は、その指示に従うものとする。 

２ 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが取得し、又は作成した個人情報が記
録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するものとする。ただ
し、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

 （個人情報の運搬） 

第 10 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記
録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい等を防止するため、乙の責任におい
て、確実な方法により運搬しなければならない。 

 

（実地検査） 

第 11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理体制、実施体制及
び管理の状況等について、随時実地に検査することができる。 

 

（指示及び報告等） 

第 12 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保する
ため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求める
ことができる。 

 

 （事故時の対応） 

第 13 乙は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事態が生じ、又は生じたお
それがあることを知ったときは、その事態の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲



 

に対して、当該事態に関わる個人情報の内容、件数、原因、発生場所及び発生状況を書面
により報告し、甲の指示に従わなければならない。 

 

（損害賠償） 
第 14 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情

報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければなら
ない。再委託先又は派遣労働者の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えた
ときも同様とする。 

 
（契約の解除） 

第 15 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の
全部又は一部を解除することができる。 

 

  



 

（参考）個人情報の保護に関する法律 

（安全管理措置） 

第 66 条 行政機関の⻑等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有
個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

２ 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個
人情報の取扱いについて準用する。 

 (１)  行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務 

 (２) 指定管理者（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項に規定
する指定管理者をいう。） 公の施設（同法第 244 条第１項に規定する公の施設をい
う。）の管理の業務 

 (３) 第 58 条第１項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定める
もの 

 (４) 第 58 条第２項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行
う業務であって政令で定めるもの 

 (５) 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託（二以上の段階にわたる委
託を含む。）を受けた者 当該委託を受けた業務 

（従事者の義務） 

第 67 条 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前
条第２項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等
において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営
の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法律第 88 号）第２条第２号
に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び第 176 条において同じ。）若しくは従事
していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に
知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

 

   第８章 罰則 

第 176 条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第 66 条第２項各号に定める業
務若しくは第 73 条第５項若しくは第 121 条第３項の委託を受けた業務に従事してい
る者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しく
は匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者
が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第 60 条第２項第１
号に係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）
を提供したときは、２年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金に処する。 

第 180 条 第 176 条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若
しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の拘
禁刑又は 50 万円以下の罰金に処する。 

（注）１ 甲は、愛媛県（実施機関）、乙は受託者をいう。 

   ２ 「損害賠償」及び「契約の解除」に関する事項は、通常、契約書本文に記載され
るものであるため、契約書本文に当該条項がある場合は、特記事項から削除するも
のとする。 

   ３ 委託等の事務の実態に則して適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略
して差し支えないものとする。 

   ４ 特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合には、行政手続



 

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律
第 27 号）を遵守するほか、国の個人情報保護委員会が策定したガイドライン、特
定個人情報等の安全管理に関する基本方針に基づき、必要な事項を追加するもの
とする。 

 

 
 
  



 

サイト運用保守に関する想定要件 
 

運用・保守要件  
（１）全般  
・公開するサイト及び CMS は、24 時間 365 日の稼動を原則とすること。  
・システムの安定的運用を図るため、ソフトウェア、設備・機器に関して定期的な保守を行

うこと。  
・部外からの侵入、不正アクセス、コンピュータウイルス攻撃等の意図的な要因による情報

資産の漏えい、破壊、改ざん、消去、盗難等の脅威に対する万全な情報セキュリティ対策
を行うこと。  

・ソフトウェアに対して、OS 等のパッチ適用、バージョンアップを行い、CMS がバージ
ョンアップした後は動作確認とテストを実施し、問題がないことを確認すること。  

・障害発見時は、迅速に本県担当者へ連絡すること。  
・障害への対応は本県と調整し、システムをはじめとする各種ソフトウェアの復旧およびデ

ータ復旧の作業を行うこと。  
・障害事後対策として、収集した障害情報を基に原因を分析し、同様の障害が発生しないよ

う是正措置、予防措置を講じること。  
（２）システム監視  
・システム監視ツールを活用して稼働監視を実施し、システムの可用性を確保すること。  
・異常発生時には障害時対応マニュアルに基づき迅速に対応し、障害の局所化、システム停

止の回避や停止時間の最短化に努めること。  
・セキュリティに関する理由等により、それがシステムに与える影響が大きいと判断した場

合には、システムの緊急停止を行い、速やかに県に報告すること。  
・具体的な監視項目の想定は以下のとおり。  
【監視項目】  

ア ネットワーク稼働監視 イ ネットワーク負荷状況（トラフィック）  
ウ サーバの稼働監視  
エ プロセス監視（OS 系、アプリケーション系）  
オ ログ監視  
カ サーバの負荷監視（CPU、メモリ、ディスク）  
キ 不正侵入検知（ワームや Dos 攻撃等の不正なパケットの検出）  

（３）サーバ上のファイルの改ざん等の防止  
・サーバ及び運用管理端末のコンピュータウイルス対策や、本システムに対する不正アク

セス等のチェックを常に実施するなど、万全なセキュリティ管理を行うこと。   
・ウィルスや不正アクセスを検知した場合には、直ちに適切な対応を実施すること。  
・不正侵入やファイルの改ざん等を検知した場合は速やかに県へ報告し、対策を講じるこ



 

と。  
・障害時の早期回復のため、データのバックアップを定期的に取得する等、サーバが失わ

れた場合でも必要なデータを復元できるようにすること  
（４）障害対応  

・障害に対して、予防、発生時の迅速な処理手順、再発防止のための方策などについて障
害管理計画を作成し、安定的な稼働管理を行うこと。  

・障害が発生した場合は、県に迅速に連絡するとともに、直ちに状況の把握を行い、障害
箇所の特定、影響範囲の調査、即時対応、現状復帰すること。  

・また、県が障害を発見した場合、電話、電子メールによる問い合わせに対応すること。  
・データセンターにおいて障害の一時切り分けを実施すること。  
・稼働診断、定期点検等により障害の予防を行うこと。  
・障害対応履歴の集積・分析、障害原因の分析により再発防止を行うこと。  

（５）バージョンアップ対応  
・CMS に対して性能や品質強化、新たな機能の追加及び新たな OS やブラウザへの対応

等、契約の範囲内において対応すること。  
（６）お問い合わせ対応  

・原則として平日（土・日曜日、祝日を除く）の 9 時 00 分から 17 時 00 分までとする。
ただし、緊急時は、県と協議の上対応すること。  

・また、原因の究明、対処・復旧作業等までのスケジュールを県と協議の上、確実に実施
すること。  

・問い合わせの受付／回答手段は、電話、FAX、電子メールとする。ただし、緊急性の高
いものについては電話を利用すること。  

（７）緊急時の対応  
・休日／夜間であっても迅速に対応すること。  
・緊急時の支援として、サイト管理者からの電話や電子メールでの作業依頼（必要なペー

ジの作成・更新作業等）に対応すること。 
 



（別添） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紫電改展示館新築展示製作（展示図） 



■ 展示コンセプト（案）

■ 整備コンセプト

■ 新展示館の位置づけ

■ 展示ストーリー（案）

■ 展示内容（案）

引き揚げられた紫電改 伝える史実 考える未来

実機

紫電改
海

空

紫電改は
何を⾒てきたか？

想いを巡らす ここで何が
あったのか？
全体像を掴む

気持ちを
⾼める

紫電改にまつわる
モノ・コトを知り

理解を深める

機体を知る

史実を知る 想いを知る

展⽰室で理解を深めた後に
再度、実機・空・海を⾒ると
感じ⽅が変わる

実機や展⽰を⾒て理解を深めた後に
再度メッセージを⾒ると捉え⽅が変わる

実機と紫電改が伝える史実に向きあうことで、平和について考える契機となるストーリー展開。
まずは久良湾の⾵景と実機に対⾯、その後に紫電改のもつ背景を知り、再度、実機と⾵景に対⾯することで、⾒⽅や感じ⽅に変化が起こり、より思考を深めることがきる。
メッセージの捉え⽅にも変化が⽣じ、その意図を深く考えるようになる。そして、⾃らの想いをメッセージとして綴ることで、平和学習の場へとつながる。

久良湾の⾵景の中で、唯⼀無⼆の実機と向き合う
紫電改に刻まれた史実、まつわる⼈々の想いを辿り、再び実機と向き合うことで、平和について考えるきっかけとする

「恒久平和の⼤切さを伝える公園として、平和学習の場を提供」リニューアル基本⽅針より

・紫電改の展⽰施設とする。
・ロケーションを最⼤限に⽣かした計画とする。

メッセージ 概要
映像

❽ おわりに❼ メッセージカウンター❷ 実機 紫電改

空・海と共に
シンプルに実機を
⾒せる

・実機
・引き揚げエリア

❸ 概要映像

紫電改に関する概要を
紹介する

・概要映像

❺ 引き揚げられた紫電改

引き揚げ時のようすを
当時の写真を中⼼に紹介
する

・引き揚げ時の写真
 グラフィック
・解説グラフィック

❻ 紫電改にまつわる⼈々

剣部隊や無帰還の６名の
搭乗員、紫のマフラー、
桜のエピソードなど「⼈」
に焦点をあてて紹介する

・実物資料 
 (紫のマフラーなど)
・解説グラフィック

スロープ 三⾓エリア

実機展⽰エリア

展 ⽰ 室

実機

紫電改

海

空

再度 
紫電改に向き合い

想いを強める 平和への
想いを綴る紫電改

とは

紫電改
にまつわる

⼈々
引き揚げ

られた
紫電改

平和を継承していく
ことの⼤切さを伝える

・ご挨拶パネル
・協⼒者パネル

来館者の平和への想いを
綴る

・ハガキでメッセージ
 を投函
・メッセージの掲⽰

実機を中⼼とした展⽰／紫電改に直接関係する⽅々やエピソードの展⽰／引き揚げや建物建設の経緯の展⽰
「実機、海、空」を中⼼とする建物構成と展⽰計画／公園との関係を強化／リニューアル基本⽅針に基づく

平和な

平和な

を感じる

が⾒てきた過去の記憶と
現在の平和な環境を

重ね合わせる

を感じる

メッセージ
未来へ

➊ メッセージウォール

平和への想いのメッセー
ジを壁⾯にデザイン

・グラフィック

❹ 紫電改とは

紫電改の
技術解説や開発経緯を
実物部品と共に展⽰する

・実物部品
・解説グラフィック

愛媛県土木部道路都市局都市整備課令和●年度 工事番号・工事名 紫電改展示館新築展示制作設置業務 名  称 T-003展示ストーリー ー



いらね⽬項⼤名 室 №料資⽰展有所考備数 員別種

メッセージ（プロローグ） 問いかけ グラフィック 3
体験者のコトバ グラフィック 4

実機 紫電改 実機 （実物資料） ー A1
紫電改タイトル グラフィック 1
紫電改お⼿触禁⽌ グラフィック 8

概要映像 て⽴本22像 映⼈るわつまに改電紫／発開改電紫像映要概 C1再編
機 器 ⼀式 モニタほか

1クッィフラグ)等要概、間時、ルトイタ(ンイサ内案像映
椅⼦ （備  品） ー

引き揚げエリア 引き揚げエリアを前⾯の景⾊と重ね合わせる 解説グラフィック グラフィック 1
0 導⼊  はじめに 現在に⾄るまでの経緯を紹介する 1クッィフラグ⽂ドーリ＋ルトイタンイサンーゾ

真写成完姿の改電紫 グラフィック 1
2クッィフラグ在現〜⾒発／戦終〜戦開緯経のでま在現

簡易年表
開戦→開発→剣部隊編成→不時着⽔→終戦→発⾒→引揚げ→現展⽰館
開館→新展⽰館開館

グラフィック 1

1クッィフラグどな置位⾒発、闘戦、陸離図地易簡
2クッィフラグどな真写時げ揚き引真写の時当

1 紫電改とは 1クッィフラグ⽂ドーリ＋ルトイタンイサンーゾ
品部⽰展品部 （実物資料） ⼀式 A2〜60

06クッィフラグ）⽰表号番（ンョシプャキ品部
式⼀形   造／作 造具⽰演、台⽰演、台⽰展
2クッィフラグ要概の改電紫説解改電紫
4クッィフラグ図剖解改電紫
3クッィフラグ）改電紫→電紫→⾵強（緯経発開
1クッィフラグ真写時げ揚き引
5クッィフラグ）等ンジンエ、プッラフ（説解徴特

2 引き揚げられた紫電改 1クッィフラグ⽂ドーリ＋ルトイタンイサンーゾ
1クッィフラグ緯経たっ⾄にげ揚き引らか⾒発緯経げ揚き引

1クッィフラグれ流の⽇当げ揚き引順⼿げ揚き引

1クッィフラグ』上浮の⽬年43『ドーソピエ・ドーソピエげ揚き引

2クッィフラグどな⼈る守⾒をげ揚き引真写時げ揚き引

枚73 ンョシプャキ＋画⽌静  ⽣再プール式⼀）画⽌静（／像映底海、中業作、時げ揚き引真写時げ揚き引 C4,C11〜28,C32,D19

機 器 ⼀式 スポット型プロジェクターほか

3 紫電改にまつわる⼈々 1クッィフラグ⽂ドーリ＋ルトイタンイサンーゾ

３-1.三四三空 剣部隊 1クッィフラグ⽂ドーリ＋ルトイタンイサーナーコ
1クッィフラグはと隊部剣 空三四三介紹 隊部剣空三四三
1クッィフラグ表年易簡 隊部剣 空三四三  

1クッィフラグドーソピエ・
9クッィフラグ姿のちた員隊 

３-2.未帰還の6名 1クッィフラグ⽂ドーリ＋ルトイタンイサーナーコ
クッィフラグ歳92 義⾦藤武 組選新103闘戦介紹 名6の還帰未
クッィフラグ歳12 也伸⽥⽶ 組選新103闘戦
クッィフラグ歳02  進井今 組選新103闘戦
クッィフラグ歳12 ⼼憲⼝溝 組誅天704闘戦
クッィフラグ歳52 孝淵鴛 ⻑隊隊新維107闘戦
クッィフラグ歳22 郎⼆島初 隊新維107闘戦

3-3. 地上からの想い 1クッィフラグ⽂ドーリ＋ルトイタンイサーナーコ
3クッィフラグりよ稿投や記⼿の族遺や員隊葉⾔たれさ遺
式⼀）料資物実（⽰展料資物実ーラフマの紫 D8

簡易ケース 1作 造
1クッィフラグ」ーラフマの紫「ドーソピエ

3-4.引き継がれた想い 1クッィフラグ⽂ドーリ＋ルトイタンイサーナーコ
  引き継ぐ想い 1クッィフラグへぎ継き引らかげ揚き引ちた⼈たし⼒尽にげ揚き引

5クッィフラグどな真写・料資・事記聞新の時当
1クッィフラグ」桜光陽「桜の和平」桜光陽「
1クッィフラグ⽂作のちたもど⼦⽂作の達もど⼦
1作 造板⽰掲⽤⽰展⽂作

料資の有所県1）料資物実（覧閲ターデンャキスの料資料資時げ揚き引
機 器 ⼀式 タッチモニタほか

メッセージ（エピローグﾞ） 式⼀作 造メッセージカウンターキガハのへ来未
椅⼦ （備  品） ー
案内サイン（ハガキ書き⽅、掲⽰可否確認、注意事項など） グラフィック 1

メッセージ（エピローグﾞ） 1）事⼯築建（台⽰展キガハイモオのなんみ
2クッィフラグンイサ内案

おわりに ご挨拶 グラフィック 1
ご協⼒者 グラフィック 1

共通 01クッィフラグ）⽌禁触⼿お（ンイサ起喚意注
5クッィフラグ）⽌禁影撮（ンイサ起喚意注

ロビー
平和を継承する場の⼤切さを伝える

＜想い＞
343空剣部隊の⽣存者や、隊員たちが守ろうとした⼈々が遺したもの。空
へ旅⽴った者と、空へ送り出した者。そこに込められた、平和への祈りを
感じ取る。更に、受け取った側の想いも紹介し、未来に向けて語り継いで
いく。

実機エリア
ロビー

「平和」への想いをハガキに綴る。⽂字にすることで、⾃分なりの「平
和」を考えると共に、未来のだれかに宛てることで、守りたいもののため
の「平和」に気づく。
また他⼈の平和への想いや考えも知る。

1

展⽰室

＜技術＞
引き揚げられた紫電改の部品を中⼼に、当時の紫電改の写真、紫電改開発
の流れから技術的な情報などを紹介。
川⻄航空機による開発の苦労、紫電からの改良点などについても触れる。
実物資料を中⼼とした技術解説。

＜出来事＞
引き揚げまでの経緯、当時のようすを伝える。過去と現在、未来をつなぐ
出来事として、＜技術＞と＜想い＞を結ぶ。

＜想い＞
戦争末期、松⼭基地にて編成された、343空剣部隊を紹介。精鋭部隊とし
て紫電改へ搭乗した戦闘機乗りたちの経歴や⼈となりを伝える。※全ての
隊員を公平に紹介できない旨を付記する配慮を⾏う。

＜想い＞
34年を経て発⾒され、引き揚げられた紫電改に乗っていた可能性のある６
名のパイロットを遺族の⾔葉も交えて紹介する。

⼩項⽬/内容

スロープ
館内を⾒る前の導⼊として、平和について考えるきっかけを与える。

実機
展⽰エリア

空・海とともにシンプルに実機に向き合う。

紫電改に関する概要を紹介する。
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G:体験者のコトバ③

G:体験者のコトバ④

メッセージ(プロローグ)

メッセージ(エピローグ)
みんなのオモイ

Ｈ

Ｃ

Ｂ

Ｄ

Ａ Ｇ

１Fへ

１Fから

IN

OUT
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実機 紫電改

展示室

メッセージ
(エピローグ)

G:紫電改
タイトル

(実機)

概要映像

G:引き揚げ
エリア

モニター

未来へのハガキ

２.引き揚げ
られた紫電改

３.紫電改にまつわる人々
3-1.三四三剣部隊 3-3.地上からの想い

0.導 入

１.紫電改とは

ポスト付き
カウンター

3-2.未帰還の６名
3-4.引き継がれた想い
　　引き継ぐ想い

Ｅ

Ｆ

2Fから

2Fへ
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目隠しパネル(ケンドン式)（建築工事） ※モニター背面 コンセント（電気設備工事）

55型モニタ

▼EL1500
▼EL1200

ご挨拶
シルク印刷

ご協力者
シルク印刷

Ｇ

　建築サイン
▽上端合わせ
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展示室
床　 : 複合フローリング 15

巾木 : WB 

壁　 : GB-R 12.5×2 + EP-G

天井 : 軽量天井下地仕上げ SOP,天井内暗色塗装 EP 設備関係共,GB-R 12.5×2 EP
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部品展示

3-1.三四三剣部隊 3-2.未帰還の６名 3-3.地上からの想い
Ｇ:
ゾーン
サイン３

Ｇ紫電改
　解剖図②
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愛媛県土木部道路都市局都市整備課令和●年度 工事番号・工事名 紫電改展示館新築展示制作設置業務 名　称 1 ／ 50 T-105展示室 平面展開図



⽬項⼤名 室 数 員ズイサ様 仕oN 翻訳(英)
タイトルのみ

解説⽂ イラスト
描き起こし

考備物作著
資料No

写真
資料No

（参 考）

メッセージ（プロローグ） 問いかけ GA-1 アクリル板＋IJ出⼒表貼り 浮かし留め
アクリル板＋IJ出⼒表貼り 浮かし留め

〇 ー ー ー150×1200/150×1000 2/1 ※建築⼿摺への取り付け⾦物は⼿摺同⾊とする
体験者のコトバ GA-2 100×900×3点/  80×900×10点 2/2 ー ー ー ○ ※抜粋⽂章 

実機 紫電改 紫電改タイトル ーーー〇103×006刷印クルシに⾯摺⼿築建1-BG
紫電改お⼿触禁⽌ ーーーー803φ刷印クルシに⾯摺⼿築建2-BG

ーー〇〇11295×1930⼒出JI3t版合複ミルア3-BG)等要概、尺、ルトイタ(ンイサ内案像映像映要概
引き揚げエリア 解説グラフィック GB-4 建築ガラス⾯に透明IJ出⼒ 1500×600  1 〇 〇 〇 ー

ーー〇〇1003×002／6×001H刷印クルシ＋字⽂切SC着粘強1-0-CG⽂ドーリ＋ルトイタンイサンーゾにめじは  ⼊導0
）01D,51D,92C（〇ーー〇1576×0001め留しか浮 ⼒出JI3t板合複ミルア2-0-CG真写成完姿の改電紫

ーー〇〇2573×005 /004×006め留しか浮 ⼒出JI3t板合複ミルア3-0-CG在現〜⾒発／戦終〜戦開緯経のでま在現

簡易年表
開戦→開発→剣部隊編成→不時着⽔→終戦→発⾒→引揚げ→現展
⽰館開館→新展⽰館開館

GC0-4 アルミ複合板t3IJ出⼒ 浮かし留め 700×300 1 〇 〇 ー ー

ー〇〇〇1003×004め留しか浮 ⼒出JI3t板合複ミルア5-0-CGどな置位⾒発、闘戦、陸離図地易簡
91D,21C〇ーー〇2002×003め留しか浮 ⼒出JI3t板合複ミルア6-0-CGどな真写時げ揚き引真写の時当

ーー〇〇1003×002／6×001H刷印クルシ＋字⽂切SC着粘強1-1-CG⽂ドーリ＋ルトイタンイサンーゾはと改電紫1
ーーーー0602×02×02字⽂切SC＋ブーュキルリクア2-1-CG）⽰表号番（ンョシプャキ品部

-E(5G）01D,51D,92C（〇〇〇〇2)⾯⽰表(472×006⼒出JI3t板ルリクア3-1-CG要概の改電紫説解改電紫 1,2)
とンョシプャキ品部(⽰表を置位の品部＋図剖解※ー〇〇〇4)⾯⽰表(472×006⼒出JI3t板ルリクア4-1-CG図剖解改電紫 1F)動連

〇〇〇〇3)⾯⽰表(472×006⼒出JI3t板ルリクア5-1-CG）改電紫→電紫→⾵強（緯経発開
C7,C9,C10,

F5〜7,C33,C34
G3,G4

〇ーー〇1)⾯⽰表(472×006⼒出JI3t板ルリクア6-1-CG真写時げ揚き引
ー〇〇〇5)⾯⽰表(472×006⼒出JI3t板ルリクア7-1-CG）等ンジンエ、プッラフ（説解徴特 G1,G2,F2,F3,F4

〇1003×002／11×001H刷印クルシ＋字⽂切SC着粘強1-2-CG⽂ドーリ＋ルトイタンイサンーゾ改電紫たれらげ揚き引2 〇 ー ー
ーー〇〇1004×006め留しか浮 ⼒出JI3t板合複ミルア2-2-CG緯経たっ⾄にげ揚き引らか⾒発緯経げ揚き引 G11,12
ーー〇〇1003×004め留しか浮 ⼒出JI3t板合複ミルア3-2-CGれ流の⽇当げ揚き引順⼿げ揚き引

粋抜※〇ーー〇1053×007め留しか浮 ⼒出JI3t板合複ミルア4-2-CG』上浮の⽬年43『ドーソピエ・ドーソピエげ揚き引 ⽂章
72C,51C〇ーー〇2002×003め留しか浮 ⼒出JI3t板合複ミルア5-2-CGどな⼈る守⾒をげ揚き引真写時げ揚き引

〇1003×002／11×001H刷印クルシ＋字⽂切SC着粘強0-3-CG⽂ドーリ＋ルトイタンイサンーゾ々⼈るわつまに改電紫3 〇 ー ー

003×002／7×57H刷印クルシ＋字⽂切SC着粘強1-1-3-CG⽂ドーリ＋ルトイタンイサーナーコ隊部剣 空三四三.1-３ 1 〇 〇 ー ー
○ー〇〇1054×006め留しか浮 ⼒出JI3t板合複ミルア2-1-3-CGはと隊部剣 空三四三介紹 隊部剣空三四三 G8

ーー〇〇1003×004め留しか浮 ⼒出JI3t板合複ミルア3-1-3-CG表年易簡 隊部剣 空三四三  G6

〇ーー〇1054×006め留しか浮 ⼒出JI3t板合複ミルア4-1-3-CGドーソピエ・ ※抜粋⽂章、松⼭上空の⼤空中戦,彩雲、⽶軍から⾒た剣部隊 など E10 G7,G9,10

〇ーー〇5/4522×003／072×063め留しか浮 ⼒出JI3t板合複ミルア5-1-3-CG姿のちた員隊 C30,C31,E11-15

〇1003×002／7×57H刷印クルシ＋字⽂切SC着粘強1-2-3-CG⽂ドーリ＋ルトイタンイサーナーコ名6の還帰未.2-３ 〇 ー ー
未帰還の6名 紹介 戦闘301新選組 武藤⾦義 29歳 E7

戦闘301新選組 ⽶⽥伸也 21歳 E8
戦闘301新選組 今井進  20歳 E6
戦闘407天誅組 溝⼝憲⼼ 21歳 E5
戦闘701維新隊隊⻑ 鴛淵孝 25歳 E9
戦闘701維新隊 初島⼆郎 22歳 E4

3-3. 地上からの想い ーー〇〇1003×002／8×57H刷印クルシ＋字⽂切SC着粘強1-3-3-CG⽂ドーリ＋ルトイタンイサーナーコ
2/1003×004／054×006め留しか浮 ⼒出JI3t板合複ミルア2-3-3-CGりよ稿投や記⼿の族遺や員隊葉⾔たれさ遺 〇 ー ー 〇 ※抜粋⽂章 ※要確認   三四三空隊誌等より抜粋

エの歌の⽣学⼥や城⼭松※〇ー〇〇1054×006め留しか浮 ⼒出JI3t板合複ミルア3-3-3-CG」ーラフマの紫「ドーソピエ ピソードにも触れる D9
03×002／51×57H刷印クルシ＋字⽂切SC着粘強1-4-3-CG⽂ドーリ＋ルトイタンイサーナーコい想たれが継き引.4-3 0 1 〇 〇 ー ー

54×006め留しか浮 ⼒出JI3t板合複ミルア2-4-3-CGへぎ継き引らかげ揚き引ちた⼈たし⼒尽にげ揚き引い想ぐ継き引  0 1 〇 〇 ー ー
 せわ合料資は横縦※〇ーー〇5003×004め留しか浮 ⼒出JI3t板合複ミルア3-4-3-CGどな真写・料資・事記聞新の時当 ※ 県所有資料＋新聞記事より

ーー〇〇1054×006め留しか浮 ⼒出JI3t板合複ミルア4-4-3-CG」桜光陽「桜の和平」桜光陽「 E4
式変可※〇ーーー1―⼒出JI5-4-3-CG⽂作のちたもど⼦⽂作の達もど⼦ G13

2⼒出JI3t板ルリクア1-DG）どな項事意注、認確否可⽰掲、⽅き書キガハ（ンイサ内案キガハのへ来未）ﾞグーロピエ（ジーセッメ 50×400 1 〇 〇 〇 ー
ーー〇〇2841×001⼒出JI3t板ルリクア2-DGンイサ内案イモオのなんみ

拶挨ごにりわお ーー〇〇1600×300刷印クルシに⾯壁築建1-EG
ご協⼒者 ーーーー1003×003刷印クルシに⾯壁築建2-EG

共通 ーーー〇0105×05⼒出JI3t板ルリクア1-S）⽌禁触⼿お（ンイサ起喚意注
ーーー〇505×05⼒出JI3t板ルリクア2-S）⽌禁影撮（ンイサ起喚意注

 特記事項 
 ・ 翻訳は受注者にて⾏う。
 ・ 参考資料や発注者提供資料を元に受注者にて解説⽂の作成を⾏い、監修者による監修および、担当者の承認を受ける。
 ・ 指定分については受注者にて版権費を負担する。（別途著作権リスト参照）
 ・ 原則としてルビを⼊れる。設定範囲(⼩学⽣○年⽣以上)は協議の上決定すること。

⼩項⽬/内容

スロープ

実機
展⽰エリア

展⽰室

GC-3-2-2 ※ 写真＋抜粋⽂章

ロビー

1290×1650 1 〇 〇 ー 〇アルミ複合板t3IJ出⼒ 浮かし留め

愛媛県土木部道路都市局都市整備課令和●年度 工事番号・工事名 紫電改展示館新築展示制作設置業務 名  称　  ー T-G01グラフィックリスト
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V-1

V-３V-２

⽀ 給 スキャン 購 ⼊ 撮 影

  実機エリア 概要映像 V-1

・待機画⾯
・本編×2本
 「(仮)紫電改開発」
 「(仮)紫電改にまつわる⼈」
 既存映像素材を活⽤しながら
 新規撮影を加えて編集し
 新たな2本の映像を制作する

Na 〇 ー ー 〇 〇

・3〜5分×2本
・55型モニターほか
・センサー式
・既存映像素材の購⼊及び著作権処理を⾏う

2. 引き揚げられた紫電改 V-２
引き揚げ時、作業中、海底
の静⽌画スライドショー

ー 〇 〇 〇 ー ー
・スポット型プロジェクターほか
・静⽌画のループ再⽣
・県所有の紙焼写真をデータ化する

・県所有紙写真 37点

・既存映像：南海放送所有

3. 紫電改にまつわる⼈々
 3-4.引き継がれた想い
     引き継ぐ想い

V-3 タッチモニタによる資料閲覧 SE ー 〇 〇 〇 ー

・21.5型タッチモニターほか
・将来的に運営側で追記できるプログラム
・県所有の紙資料をデータ化する
・新聞記事データを購⼊する
・タイトルは⽇英併記

・県所有紙資料 
想定：A3程度 約100点 
   A1〜A0 約10点

・新聞記事：愛媛新聞 23点
 ※著作権リスト参照

 特記事項 
 ・ 指定分については受注者にて版権費を負担する。（著作権リスト参照）
 ・ 翻訳は受注者にて⾏う。

  展⽰室

素 材
備 考仕 様内 容 声⾳.oNーナーコ名 室 テロップ

愛媛県土木部道路都市局都市整備課令和●年度 工事番号・工事名 紫電改展示館新築展示制作設置業務 名  称　 T-V01映像リスト ー
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30"
30"

10"
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30"
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20"
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40"
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30"
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20

5"
4'10"

25"
4'05"

1 00"
3'40"

YS 11

概要映像 ２V-1

愛媛県土木部道路都市局都市整備課令和●年度 工事番号・工事名 紫電改展示館新築展示制作設置業務 名  称　  ー T-V06映像コンテンツ  概要映像 2



5"
4'00"

25"
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240530

25"
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10"
0'35"
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7 24 MAP

1 40"
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45"
1'50"

7 24 MAP

愛媛県土木部道路都市局都市整備課令和●年度 工事番号・工事名 紫電改展示館新築展示制作設置業務 名  称　  ー T-V05映像コンテンツ  概要映像 1

概要映像 １V-1



タイトル⼀覧画⾯
タイトル案 

資料画⾯（ 資料:約110点＋新聞記事23点 ）

資料画⾯

上下にスクロールすると
ほかのタイトルが表⽰

数秒放置でトップ画⾯

「紫電改の発⾒」・・・・・発⾒〜引き揚げ決定までの調査・協議書等
「引き揚げにむけて」・・・引き揚げ決定〜引き揚げまでの調査・協議書等
「引き揚げ⼿順」・・・・・引き揚げ当⽇の⼿順、段取り、運搬ルート、
             タイムスケジュール等の資料
「紫電改の姿」・・・・・・引き揚げ時、引き揚げ後の写真等
「鑑識結果」・・・・・・・鑑識結果の調査書・写真等
「紫電改の補修」・・・・・補修に関する資料、写真等
「保存にむけて」・・・・・保存に向けての調査・協議書、
             陳情書、展⽰館に関する図⾯、資料等
「慰霊の想い」・・・・・・慰霊事業関係書

⽮印で次の資料画⾯へ
ピンチアウトで拡⼤
戻るでタイトル⼀覧画⾯へ

数秒放置でトップ画⾯

紫電改の発⾒
Dummy title dummy title

Dummy title dummy title

Dummy title dummy title

Dummy title dummy title

引き揚げ⼿順

鑑識結果

引き揚げにむけて

概要説明 この⽂章はダミーです 概要説明 
この⽂章はダミーです概要説明 この⽂章は

概要説明 この⽂章はダミーです 概要説明 
この⽂章はダミーです概要説明 この⽂章は

概要説明 この⽂章はダミーです 概要説明 
この⽂章はダミーです概要説明 この⽂章は

概要説明 この⽂章はダミーです 概要説明 
この⽂章はダミーです概要説明 この⽂章は

資料閲覧

・紫電改引き揚げ時の貴重な資料を、⼀般の⽅にもご覧いただけるよう初公開する。
・プログラムは容易に追記できる仕様とし、今回⼊れられなかった資料や、
    今後新たに⾒つかった資料、更に未来に引き継いでいく上での記録などを追加し、
    引き継いでいくものとする。

・紫電改引き揚げ時の写真をスライドショー形式で投影する。
・引き揚げ当⽇の紫電改や周囲のようすを臨場感をもって感じていただく。

・県所有の写真 37 点をスキャンしデータ化を⾏う
・県所有の紙資料  110点をスキャンしデータ化を⾏う（A３以内100点、A1〜A0 10点程度）
・新聞記事（愛媛新聞） 23点を購⼊のうえ スキャンしデータ化を⾏う
・データ化する資料については、県の担当者および監修者と協議のうえ決定すること

V-3引き揚げられた紫電改V-2

概要説明 この⽂章はダミーです 概要説明 この⽂章は 戻る

トップ画⾯

紫電改 の 記録

画⾯にタッチしてください

Dummy title dummy title Dummy title dummy title

Dummy title dummy title Dummy title dummy title

旧展⽰写真より 全写真 21点

繰り返す

数秒毎に画⾯が
切り替わる 全37点

キャプション(⽇)

タイトル(⽇英)

操作案内(⽇英)

タイトル(⽇英)

キャプション(⽇)

概要説明(⽇)
県所有資料（⼀部）

県所蔵写真 全写真 16点

尾翼部分は各所が破損しており網を張って補強し引き揚げられた

引き揚げられた台船に置かれた紫電改 機体の内部を調査する関係者

操縦席⾵防に菊花が飾られたまま浮上した機体

スタート

待機画⾯
再⽣

タイトル⼀覧
表⽰

タイトルリスト
読み込み

タイトルリストと
紐づく資料名を記載

資料閲覧

画⾯
タッチ？

画⾯
タッチ？

画⾯
タッチ？

いいえ

いいえ

30秒

30秒

は い

は い
は い

愛媛県土木部道路都市局都市整備課令和●年度 工事番号・工事名 紫電改展示館新築展示制作設置業務 名  称　  ー T-V07映像コンテンツ  引き揚げられた紫電改／資料閲覧
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